


（訳文）

委任状 

デラウェア州法に基づき設立され存在する法人であり、アメリカ合衆国マサチューセッツ州 02116、ボ

ストン、バークレー・ストリート 222、15 階に本店を置く GW&K Investment Management, LLC （以下「当会

社」という。）は東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号丸の内ビルディング 16 階に事務所を置くモルガ

ン・ルイス＆バッキアス法律事務所 モルガン･ルイス＆バッキアス外国法事務弁護士事務所（外国法共

同事業）の弁護士である東岡弘高、堀部忠男、文永智子及び伊東成海の各々を、当会社の正当かつ

適法な代理人として、当会社を代理して下記の行為を行なう権限を付与する。 

(a) 日本国の金融商品取引法（昭和 23 年法 25）の規定に従って、大量保有報告書、変更報告

書、訂正報告書その他同法に基づき提出が要求される一切の書類を作成、提出及び撤回す

ること。 

(b) その他の日本の法令により提出が要求される全ての当会社、当会社の関連会社若しくは当

会社の影響下にある個人又は法人について有価証券の保有に関する報告、届出、連絡その

他の文書を作成、提出及び撤回すること。 

(c) 上記の目的の全て又は一部のために、一人またはそれ以上の復代理人を選任又は解任する

こと。 

上記の証として、当会社は 2025 年 11 月 13 日に正当な権限を有する代表者をしてここに署名せし

めた。本委任状による権限は、我々が終了させない限り、作成日以降に行われる申請に対して有効とす

る。 

GW&K Investment Management, LLC 

 （署名）  

氏名： デビット・ジェイ・ラウズ 

役職： プリンシパル、チーフ・コンプライアンス・オフィサー 


